
し
た
『
対
案
教
科
書
韓
国
近
・
現
代
史
』
の
刊
行
は
、
そ
の
表
れ

の
一
つ
で
あ
る
。
教
科
書
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、「
適
切
な
実
証
主
義

を
志
向
」
す
る
立
場
か
ら
、
従
来
の
歴
史
教
科
書
が
「
民
族
主
義

と
い
う
単
一
の
視
角
だ
け
」
で
歴
史
を
見
て
い
る
と
批
判
し
、
日

本
の
植
民
統
治
が
韓
国
の
近
代
化
に
果
た
し
た
役
割
に
も
、
一
定

の
評
価
を
与
え
て
い
る
。

こ
の
新
し
い
潮
流
は
、
実
用
的
で
未
来
志
向
的
な
日
韓
関
係
の

構
築
を
唱
え
た
李
明
博
大
統
領
の
路
線
に
近
い
。
す
で
に
左
派
勢

力
の
巻
き
返
し
が
始
ま
り
、『
対
案
教
科
書
韓
国
近
・
現
代
史
』

に
対
す
る
批
判
も
強
ま
っ
て
い
る
が
、
韓
国
側
の
歴
史
認
識
に
変

化
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
竹
島
問
題
の
解
決
に

も
好
影
響
を
及
ぼ
す
は
ず
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
事
実
を
踏
ま
え
、
日
本
が
韓
国
と
の
間

に
善
隣
関
係
を
構
築
す
る
た
め
に
は
、
何
を
し
た
ら
よ
い
の
か

―
を
考
え
て
み
た
い
。

新
し
い
歴
史
教
科
書

李
政
権
が
誕
生
す
る
直
前
、
韓
国
で
は
「
東
北
ア
ジ
ア
歴
史
財

団
」
が
作
成
し
た
６０
分
程
の
教
育
映
像
を
内
外
に
配
布
し
、
竹
島

の
領
有
権
を
主
張
す
る
日
本
の
封
じ
込
め
を
図
っ
た
。「
東
北
ア

ジ
ア
歴
史
財
団
」
と
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
盧
前
政
権
の
肝

い
り
で
始
ま
っ
た
歴
史
研
究
組
織
。
そ
の
手
段
と
し
て
使
わ
れ
た

の
は
、
慰
安
婦
、
靖
国
、
教
科
書
、
東
海
（
日
本
海
呼
称
）、
白

頭
山
、
東
北
工
程
（
高
句
麗
史
）
問
題
に
竹
島
問
題
を
加
え
た
七

つ
の
歴
史
問
題
だ
っ
た
。
韓
国
側
は
そ
の
七
つ
の
テ
ー
マ
を
宣
伝

材
料
と
し
、
日
本
の
「
侵
略
」
を
国
際
社
会
に
印
象
付
け
る
こ
と

で
、
竹
島
に
対
す
る
「
日
本
の
領
土
的
野
心
」
を
封
印
し
よ
う
と

し
た
。
新
政
権
誕
生
の
前
に
、
盧
前
政
権
は
迷
惑
な
置
き
土
産
を

し
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
韓
国
側
が
問
題
と
す
る
歴
史
問
題
は
、「
侵
略
」
と
い

っ
た
「
歴
史
認
識
」
に
基
づ
い
て
歴
史
を
解
釈
す
る
た
め
、
多
く

の
場
合
、
政
治
色
が
強
い
反
面
、
事
実
の
根
拠
に
乏
し
い
。
左
派

政
権
が
続
い
た
韓
国
で
は
、
歴
史
問
題
が
政
治
的
に
利
用
さ
れ
、

歴
史
事
実
が
歪ゆ
が

め
ら
れ
て
き
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
盧

前
政
権
は
２
０
０
４
年
、「
日
帝
強
占
下
・
反
民
族
行
為
真
相
究

２
０
０
８
年
２
月
２５
日
、
韓
国
で
は
李
明
博
氏
が
大
統
領
に
就

任
し
、
久
々
に
保
守
政
権
が
誕
生
し
た
。
だ
が
そ
の
国
政
の
運
営

能
力
は
、
未
知
数
で
あ
る
。
李
明
博
政
権
は
発
足
早
々
、
米
国
産

牛
肉
の
輸
入
問
題
で
左
派
勢
力
に
足
元
を
す
く
わ
れ
、
一
抹
の
不

安
を
残
し
た
。

そ
れ
は
韓
国
で
こ
こ
１０
年
、
左
派
政
権
が
続
き
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
等
を
通
じ
、
感
情
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
表
現
す
る
傾
向
が
強
ま

っ
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
。
特
に
、
盧
武
鉉
前
大
統
領
時
代

に
は
民
族
主
義
的
な
言
動
が
強
ま
り
、
歯
止
め
が
利
か
な
い
状
況

に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
２
０
０
４
年
か
ら
本
格
化
し
た
中
国
と

の
高
句
麗
史
問
題
と
、
翌
年
か
ら
始
ま
る
「
竹
島
問
題
」
が
、
韓

国
側
の
民
族
的
感
情
を
高
揚
さ
せ
た
結
果
で
も
あ
っ
た
。

民
族
的
感
情
は
、
往
々
に
し
て
歴
史
の
事
実
に
眼
を
つ
む
り
が

ち
で
あ
る
。
金
泳
三
大
統
領
以
後
、
金
大
中
、
盧
武
鉉
と
、
歴
代

大
統
領
は
歴
史
問
題
を
外
交
カ
ー
ド
に
し
て
き
た
。
韓
国
内
に
は

史
実
を
逸
脱
し
た
歴
史
認
識
が
は
び
こ
り
、
民
族
的
感
情
が
高
ま

っ
た
。
そ
の
民
族
的
感
情
が
外
に
向
か
う
時
に
は
日
韓
、
中
韓
の

歴
史
問
題
と
な
り
、
内
に
向
か
っ
た
時
は
左
派
勢
力
と
保
守
勢
力

の
対
決
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
韓
国
内
に
は
、
そ
う
し
た
民
族
的
感
情
に
訴
え
る
や
り

方
を
行
き
過
ぎ
と
危
ぶ
む
声
が
上
が
っ
て
い
る
。
２
０
０
８
年
３

月
２５
日
、
経
済
学
者
を
中
心
と
し
た
教
科
書
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
編へ
ん

纂さ
ん
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韓
国
の

新
し
い
歴
史
教
科
書
と
竹
島
問
題

拓
殖
大
学
教
授

下
條
正
男

し
も
じ
ょ
う
・
ま
さ
お

下
條
正
男
氏

し
も
じ
ょ
う
・
ま
さ
お

１
９
５
０
年
長
野
県
生
ま
れ
。
国
学
院
大
学
大
学
院
博
士
課
程
修
了
。

韓
国
・
市
立
仁
川
大
学
校
客
員
教
授
な
ど
を
経
て
99
年
か
ら
現
職
。
島

根
県
・
旧
竹
島
問
題
研
究
会
（
昨
年
４
月
解
散
）
座
長
。
主
著
に
『
竹

島
は
日
韓
ど
ち
ら
の
も
の
か
』（
文
春
新
書
）
な
ど
。



と
こ
ろ
が
「
植
民
地
時
代
、
よ
い
こ
と
も
し
た
」
と
の
日
本
側

の
発
言
を
、
韓
国
側
は
「
暴
言
」
と
み
な
し
、
国
民
感
情
が
急
激

に
悪
化
し
た
。
竹
島
を
日
本
に
よ
る
朝
鮮
侵
略
の
「
最
初
の
犠
牲

の
地
」
と
す
る
歴
史
認
識
が
醸
成
さ
れ
た
の
も
、
そ
れ
と
深
く
か

か
わ
っ
て
い
た
。

従
来
の
韓
国
の
歴
史
教
科
書
は
「
日
露
戦
争
の
最
中
、
竹
島
を

一
方
的
に
日
本
の
領
土
に
編
入
し
た
」
と
教
え
、
日
本
の
領
土
的

野
心
に
よ
る
侵
略
と
し
て
き
た
。「
李
承
晩
ラ
イ
ン
」
を
め
ぐ
る

こ
の
歴
史
的
事
実
に
つ
い
て
は
触
れ
な
か
っ
た
。
竹
島
問
題
が
激

し
い
民
族
感
情
の
発
露
の
場
と
な
っ
た
の
は
、
こ
う
し
た
歴
史
教

育
の
不
備
が
一
つ
の
原
因
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

従
来
の
教
科
書
と
こ
の
教
科
書
と
の
視
点
の
違
い
は
、
朴
正
熙

大
統
領
が
推
進
し
た
農
村
振
興
を
目
的
と
し
た
セ
マ
ウ
ル
（
新
し

い
村
）
運
動
に
対
す
る
評
価
に
も
、
端
的
に
現
れ
て
い
る
。
左
派

勢
力
が
記
述
す
る
セ
マ
ウ
ル
運
動
は
、「
朴
正
熙
独
裁
と
維
新
体

制
を
支
援
す
る
逆
機
能
」を
果
た
し
た
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

『
対
案
教
科
書
韓
国
近
・
現
代
史
』
で
は
、
農
村
改
良
が
進
む
実

態
を
統
計
上
の
数
値
で
説
明
し
「
伝
統
的
な
小
作
社
会
の
村
か
ら

近
代
的
な
共
同
社
会
に
発
展
し
た
」
と
結
ん
で
い
る
。

セ
マ
ウ
ル
運
動
は
、
戦
前
の
日
本
の
植
民
統
治
の
農
村
振
興
を

参
考
に
１
９
７
０
年
代
、
朴
政
権
が
実
施
し
た
も
の
で
、
今
日
で

は
、
三
農
問
題
に
悩
む
中
国
が
そ
の
解
決
策
と
し
て
導
入
し
て
い

る
。
そ
の
新
し
い
評
価
が
、
日
本
の
植
民
統
治
に
対
す
る
記
述
の

変
化
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

竹
島
問
題
を
め
ぐ
っ
て

だ
が
、
日
韓
の
歴
史
論
争
の
原
点
は
、
な
ん
と
言
っ
て
も
竹
島

問
題
で
あ
る
。
竹
島
問
題
を
解
決
し
な
い
限
り
、
日
韓
の
諍
い
さ
か

い
は

い
つ
ま
で
も
続
く
。
こ
こ
で
、
竹
島
問
題
に
か
か
わ
る
最
近
の
動

き
を
簡
単
に
振
り
返
っ
て
み
た
い
。

こ
の
問
題
が
依
然
、
日
韓
関
係
の
ト
ゲ
で
あ
る
こ
と
は
、
２
０

０
５
年
３
月
、
島
根
県
議
会
が
制
定
し
た
「
竹
島
の
日
」
条
例
前

後
の
日
韓
関
係
を
見
れ
ば
、
容
易
に
理
解
で
き
る
。
日
韓
は
６５
年

６
月
、「
日
韓
基
本
条
約
」
を
締
結
し
て
国
交
正
常
化
交
渉
に
終

止
符
を
打
つ
が
、
竹
島
問
題
は
未
解
決
の
ま
ま
封
印
し
た
。
だ
が

９４
年
、
国
連
の
「
海
洋
法
条
約
」
が
発
効
す
る
と
、
同
条
約
を
批

准
し
た
日
韓
は
、
国
際
基
準
に
の
っ
と
っ
て
竹
島
問
題
と
対た
い

峙じ

せ

ね
ば
な
ら
な
い
状
況
に
置
か
れ
た
。

「
海
洋
法
条
約
」
で
は
、
日
本
海
に
排
他
的
経
済
水
域
の
中
間

線
を
画
定
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
基
点
を
ど
こ
に
置
く

か
が
問
題
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
金
泳
三
大
統
領
は
９６
年
２
月
、

独
島
（
竹
島
の
韓
国
名
）
に
接
岸
施
設
の
建
設
を
は
じ
め
、
韓
国
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明
に
関
す
る
特
別
法
」
を
国
会
で
成
立
さ
せ
、
日
本
の
植
民
統
治

時
代
に
、
日
本
側
に
協
力
的
で
あ
っ
た
人
々
を
糾
弾
す
る
「
親
日

派
狩
り
」
を
推
進
し
た
が
、
そ
れ
は
左
派
政
権
に
よ
る
報
復
に
近

い
も
の
だ
っ
た
。

こ
の
傾
向
は
、
金
泳
三
大
統
領
が
唱
え
た
「
歴
史
の
立
て
直
し
」

が
表
面
化
し
て
か
ら
強
ま
っ
た
。
そ
の
根
底
に
あ
っ
た
の
は
、

「
反
正
」
と
い
う
伝
統
的
な
政
治
的
行
動
で
あ
る
。「
反
正
」
は
、

韓
国
側
が
し
ば
し
ば
問
題
に
す
る
「
過
去
の
清
算
」
に
も
通
底
す

る
政
治
行
動
で
、
後
世
か
ら
過
去
の
歴
史
を
「
正
し
い
姿
」
に
戻

そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。

そ
の
た
め
李
氏
朝
鮮
の
時
代
に
は
、
前
政
権
の
治
世
が
批
判
さ

れ
、
粛
清
が
な
さ
れ
る
中
で
、
凄せ
い

惨さ
ん

な
党
派
争
い
が
繰
り
返
さ
れ

た
。
そ
の
「
反
正
」
に
類
し
た
現
象
は
、
左
派
勢
力
が
朴
正
熙
大

統
領
時
代
を
軍
事
独
裁
時
代
と
し
、
自
ら
の
反
政
府
運
動
を
民
主

化
運
動
と
と
ら
え
る
中
に
も
現
れ
て
い
る
。
そ
の
朝
鮮
時
代
回
帰

と
も
言
え
る
「
反
正
」
が
、
盧
前
政
権
下
で
も
復
活
し
た
の
で
あ

る
。今

回
、
教
科
書
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
編
纂
し
た
新
し
い
教
科
書
『
対

案
教
科
書
韓
国
近
・
現
代
史
』
の
特
徴
は
、（
１
）
統
計
や
資
料

か
ら
客
観
的
な
記
述
を
重
視
し
、
日
本
の
植
民
統
治
を
韓
国
の
近

代
化
に
も
役
立
っ
た
と
一
定
の
評
価
を
与
え
た
（
２
）
竹
島
問
題

に
は
直
接
、
言
及
し
て
い
な
い
も
の
の
、
戦
後
、
韓
国
側
が
「
李

承
晩
ラ
イ
ン
」
を
設
定
し
、
日
韓
関
係
が
悪
化
し
て
い
く
事
実
に

触
れ
る
こ
と
で
、
問
題
の
背
景
を
説
明
し
た

―
な
ど
に
あ
る
。

こ
の
う
ち
竹
島
問
題
で
は
、「
李
承
晩
ラ
イ
ン
」
を
根
拠
に
、

韓
国
側
が
「
日
本
の
漁
船
１
５
２
隻
、
漁
民
と
船
員
２
０
２
５
人
」

を
拿だ

捕ほ

抑
留
し
た
事
実
を
伝
え
る
一
方
、
１
９
５
２
年
か
ら
始
ま

っ
た
国
交
正
常
化
交
渉
で
日
本
側
代
表
が
「
植
民
地
時
代
、
日
本

は
よ
い
こ
と
も
し
た
」
と
発
言
し
、
韓
国
人
の
自
尊
心
を
傷
つ
け

た
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
国
交
正
常
化
交
渉
を
通
じ
、
日
韓
に

は
二
つ
の
相
反
す
る
歴
史
理
解
が
生
ま
れ
た
と
も
指
摘
し
て
い

る
。今

日
、
日
韓
関
係
が
歴
史
問
題
で
も
た
つ
く
の
は
、
１
９
５
２

年
の
「
李
承
晩
ラ
イ
ン
」
に
よ
っ
て
ボ
タ
ン
の
掛
け
違
い
が
起
こ

っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

も
と
も
と
日
本
人
漁
船
員
を
拿
捕
抑
留
し
た
韓
国
側
に
は
、
思

惑
が
あ
っ
た
。
朝
鮮
半
島
に
は
植
民
統
治
時
代
の
日
本
側
の
資
産

が
残
さ
れ
、
韓
国
側
の
試
算
で
は
韓
国
経
済
の
９
割
を
占
め
て
い

た
。
韓
国
政
府
は
そ
の
持
ち
出
し
を
阻
止
す
る
た
め
に
、
漁
船
員

解
放
を
求
め
る
日
本
政
府
か
ら
、
在
日
韓
国
人
の
法
的
地
位
と
朝

鮮
半
島
に
残
さ
れ
た
日
本
側
の
財
産
請
求
権
の
放
棄
な
ど
を
求
め

た
の
で
あ
る
。
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っ
た
。
だ
が
、
日
韓
双
方
は
千
載
一
遇
の
チ
ャ
ン
ス
を
活
か
せ
な

か
っ
た
。
韓
国
側
は
そ
の
２
か
月
後
、
排
他
的
経
済
水
域
の
基
点

を
欝
陵
島
か
ら
独
島
（
竹
島
）
に
移
し
、
改
め
て
竹
島
を
基
点
と

す
る
「
竹
島
・
隠
岐
中
間
線
」
を
主
張
し
た
。

こ
の
結
果
、
こ
れ
ま
で
日
韓
の
間
に
領
土
問
題
は
存
在
し
な
い

と
し
て
き
た
韓
国
側
は
、
排
他
的
経
済
水
域
の
基
点
を
日
本
と
同

じ
竹
島
に
置
い
た
こ
と
で
、
竹
島
問
題
と
対
峙
し
な
い
限
り
、
日

韓
の
懸
案
を
解
消
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
自
ら
を
追
い
込
ん
で
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

日
本
の
「
植
民
地
統
治
」
を
め
ぐ
る
韓
国
内
の
論
争

『
対
案
教
科
書
韓
国
近
・
現
代
史
』
を
編
纂
し
た
教
科
書
フ
ォ

ー
ラ
ム
が
成
立
し
た
の
は
０５
年
。
島
根
県
が
「
竹
島
の
日
」
条
例

を
定
め
、
竹
島
問
題
が
再
燃
し
た
時
と
重
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
偶
然
で
は
な
か
っ
た
。
教
科
書
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
李
栄
薫

教
授
は
０４
年
、『
数
量
経
済
学
か
ら
再
見
す
る
朝
鮮
後
期
』
と
題

す
る
著
書
を
刊
行
し
、
日
本
の
植
民
統
治
が
与
え
た
朝
鮮
半
島
の

近
代
化
へ
の
貢
献
を
統
計
や
資
料
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
て
い

た
。
ま
た
０５
年
春
に
は
、
高
麗
大
学
名
誉
教
授
の
韓
昇
助
氏
が
、

日
本
の
植
民
統
治
に
肯
定
的
な
評
価
を
与
え
、
日
本
の
雑
誌
に

「
共
産
主
義
・
左
派
思
想
に
根
差
す
親
日
派
断
罪
の
愚
」
と
題
し

た
論
文
を
寄
せ
、
盧
武
鉉
政
権
が
０４
年
に
制
定
し
た
「
日
帝
強
占

下
・
反
民
族
行
為
真
相
究
明
に
関
す
る
特
別
法
」
を
名
指
し
で
批

判
し
た
。

だ
が
、
韓
昇
助
氏
の
主
張
は
、
折
か
ら
「
竹
島
の
日
」
条
例
の

制
定
と
重
な
り
、
韓
国
内
に
高
ま
っ
た
民
族
感
情
の
犠
牲
と
な
っ

た
。
氏
は
、
左
派
勢
力
の
集
中
攻
撃
を
受
け
て
名
誉
教
授
の
称
号

を
剥は
く

奪だ
つ

さ
れ
、
そ
の
余
波
は
「
親
日
派
教
授
」
の
追
及
と
な
っ
て

韓
国
内
の
大
学
に
広
が
っ
た
。
教
科
書
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
発
足
し
、

研
究
活
動
を
始
め
た
の
は
、
ま
さ
に
韓
国
内
に
思
想
弾
圧
の
嵐
が

吹
き
荒
れ
た
時
だ
っ
た
。

一
方
、
歴
史
問
題
を
国
策
と
し
た
盧
武
鉉
大
統
領
は
、
０６
年
９

月
「
史
実
を
客
観
的
に
ま
と
め
、
説
得
力
を
備
え
る
こ
と
で
史
実

に
対
す
る
認
識
を
正
し
て
い
く
」
こ
と
を
目
的
に
、「
東
北
ア
ジ

ア
歴
史
財
団
」
を
組
織
さ
せ
た
。
そ
の
目
的
は
「
独
島
領
有
権
の

強
化
方
案
」
を
研
究
し
、「
人
類
の
普
遍
的
価
値
に
立
脚
」
し
な

が
ら
国
際
社
会
の
説
得
と
協
力
を
引
き
出
し
、
竹
島
の
領
有
権
を

主
張
す
る
日
本
に
謝
罪
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

こ
の
目
的
の
も
と
に
、
竹
島
問
題
や
日
本
海
表
記
問
題
だ
け
で

な
く
、
慰
安
婦
問
題
や
高
句
麗
史
問
題
、
海
底
地
名
表
記
等
が
動

員
さ
れ
、
世
界
各
地
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
て
は
、
日
本
に

対
す
る
抗
議
活
動
が
演
出
さ
れ
た
。「
竹
島
の
日
」
条
例
か
ら
始
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側
か
ら
竹
島
問
題
の
封
印
を
解
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
日
本
政
府
は
韓
国
政
府
に
抗
議
し
た
が
、
韓
国
内

に
反
日
感
情
が
高
ま
る
と
、日
韓
双
方
は
竹
島
問
題
を
棚
上
げ
し
、

「
日
韓
漁
業
協
定
」
を
締
結
し
た
。
新
た
な
「
日
韓
漁
業
協
定
」

で
は
、
竹
島
の
１２
海
里
内
に
日
本
漁
船
が
近
づ
け
ず
、
排
他
的
経

済
水
域
の
基
点
を
欝
陵
島
に
置
く
韓
国
と
、
竹
島
を
基
点
と
し
た

日
本
の
間
に
は
共
同
管
理
水
域
が
設
け
ら
れ
た
。
や
が
て
こ
の
水

域
で
、
韓
国
漁
船
の
不
法
漁
労
が
問
題
と
な
り
、
日
本
海
は
再
び

乱
獲
の
海
と
化
し
た
。

島
根
県
は
こ
の
現
状
に
か
ん
が
み
、
戦
前
か
ら
実
効
支
配
し
て

い
た
竹
島
の
領
土
権
確
立
を
求
め
、
島
根
県
選
出
の
国
会
議
員
や

関
係
官
庁
に
陳
情
し
た
が
、
成
果
は
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
島
根

県
議
会
は
、
北
方
領
土
に
日
本
政
府
が
定
め
た
「
北
方
領
土
の
日
」

が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、「
竹
島
の
日
」
の
制
定
を
国
に
求
め
た
。

島
根
県
の
こ
の
動
き
に
対
し
、
盧
前
大
統
領
は
、「
日
本
が
独

島
に
対
す
る
領
土
権
を
主
張
す
る
の
は
、
過
去
の
植
民
地
の
領
土

権
を
主
張
す
る
こ
と
で
韓
国
の
完
全
な
解
放
と
独
立
を
否
定
す
る

第
二
の
侵
略
」
と
発
言
し
、
民
族
感
情
を
あ
ら
わ
に
し
た
。

折
し
も
日
本
外
務
省
は
、
島
根
県
の
「
竹
島
の
日
」
条
例
を
契

機
と
し
て
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
竹
島
を
「
日
本
の
固
有
の
領
土
」

と
し
、
そ
れ
を
韓
国
側
が
「
不
法
占
拠
し
て
い
る
」
と
し
た
。
さ

ら
に
２
０
０
６
年
度
か
ら
使
用
さ
れ
る
「
地
理
」
と
「
公
民
」
の

教
科
書
に
「
竹
島
」
の
記
述
が
載
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
こ
と
か
ら
、

韓
国
側
は
猛
反
発
し
、
日
本
側
の
攻
勢
を
断
つ
た
め
、
日
本
海
呼

称
問
題
と
海
底
地
名
問
題
を
駆
使
し
、
竹
島
問
題
の
封
じ
込
め
を

図
っ
た
。

０６
年
６
月
、
ド
イ
ツ
で
開
催
さ
れ
る
予
定
だ
っ
た
国
際
水
路
機

関
の
会
議
で
、
韓
国
政
府
が
竹
島
周
辺
の
海
底
地
名
を
韓
国
式
に

改
め
る
議
案
を
提
出
す
る
と
の
情
報
が
事
前
に
流
れ
た
。
韓
国
側

で
は
９０
年
代
か
ら
、
国
連
地
名
標
準
化
委
員
会
な
ど
の
国
際
社
会

を
舞
台
に
、
日
本
海
の
呼
称
を
韓
国
側
の
呼
称
で
あ
る
「
東
海
」

と
す
べ
く
活
動
し
て
来
た
が
、
そ
れ
が
今
や
海
底
地
名
に
ま
で
拡

大
し
た
。

そ
の
理
由
は
、
日
本
海
の
中
に
独
島
（
竹
島
）
が
あ
れ
ば
、
独

島
が
日
本
の
領
土
と
「
誤
解
」
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。

ま
た
日
本
海
の
呼
称
も
、「
日
本
の
植
民
地
政
策
に
よ
り
押
し
付

け
ら
れ
た
名
称
」
で
、
不
適
切
だ
と
さ
れ
た
。

海
上
保
安
庁
は
０６
年
４
月
、
３０
年
ぶ
り
に
測
量
船
を
島
根
県
・

境
港
沖
に
派
遣
し
、
牽け
ん

制せ
い

し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
韓
国
側
が
２０
隻

あ
ま
り
の
艦
艇
を
朝
鮮
半
島
の
東
海
岸
に
集
結
さ
せ
た
こ
と
か

ら
、
一
時
は
一
触
即
発
の
状
態
と
な
っ
た
。

こ
の
時
は
、
日
韓
が
竹
島
問
題
で
対
話
を
す
る
絶
好
の
機
会
だ
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研
究
に
含
め
な
い
こ
と
が
よ
い
」
と
の
回
答
が
な
さ
れ
、
今
回
は

研
究
対
象
に
は
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。

４
月
２１
日
、
来
日
し
た
李
大
統
領
が
福
田
首
相
に
対
し
、「
在

日
韓
国
人
の
地
方
参
政
権
に
つ
い
て
」検
討
を
要
請
し
た
こ
と
も
、

竹
島
問
題
解
決
の
梃て

子こ

と
な
り
う
る
。
在
日
韓
国
人
の
地
方
参
政

権
問
題
と
竹
島
問
題
は
、
密
接
な
関
係
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

在
日
韓
国
人
の
法
的
地
位
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
戦
後
、

「
李
承
晩
ラ
イ
ン
」
を
口
実
に
拿
捕
抑
留
し
た
人
々
を
人
質
と
し

た
日
韓
の
国
交
正
常
化
交
渉
の
中
で
決
ま
っ
た
。
こ
の
た
め
、
韓

国
側
が
そ
の
在
日
韓
国
人
の
地
位
を
改
め
、「
地
方
参
政
権
」
を

求
め
よ
う
と
す
る
な
ら
、
日
本
側
か
ら
も
次
の
よ
う
に
要
求
す
る

こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。
す
な
わ
ち
日
韓
の
国
交
正
常
化
交
渉
の

最
中
、
韓
国
側
が
一
方
的
に
設
定
し
た
「
李
承
晩
ラ
イ
ン
」
で
拿

捕
抑
留
さ
れ
た
３
０
０
０
人
余
の
漁
船
員
の
実
態
を
明
ら
か
に

し
、
韓
国
側
に
謝
罪
と
賠
償
を
求
め
る
こ
と
だ
。

李
大
統
領
の
要
請
と
日
韓
歴
史
共
同
委
員
会
で
の
韓
国
側
研
究

者
の
提
案
は
、
教
育
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
『
対
案
教
科
書
韓
国
近
・
現

代
史
』
の
登
場
と
あ
い
ま
っ
て
、
韓
国
内
に
は
歴
史
問
題
を
対
話

で
解
決
の
で
き
る
条
件
が
整
い
つ
つ
あ
る
こ
と
を
し
め
し
て
い

る
。日

本
側
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
領
土
問
題
と
排
他
的
経
済
水

域
問
題
は
外
務
省
、
歴
史
教
科
書
問
題
は
文
部
科
学
省
、
海
底
地

名
問
題
と
日
本
海
呼
称
問
題
は
海
上
保
安
庁
、
漁
業
問
題
は
水
産

庁
と
い
っ
た
縦
割
り
行
政
を
脱
し
、
竹
島
問
題
解
決
の
た
め
の
統

一
し
た
機
関
を
設
置
し
、
総
合
的
な
戦
略
を
立
て
、
対
処
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

今
日
の
東
ア
ジ
ア
情
勢
は
、
歴
史
問
題
で
無
意
味
な
軋あ
つ

轢れ
き

を
繰

り
返
し
て
い
ら
れ
る
ほ
ど
、
の
ん
び
り
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。

今
や
竹
島
問
題
解
決
の
機
は
熟
し
た
。
後
は
日
本
政
府
が
こ
の
機

を
ど
う
活
か
す
か
で
あ
る
。
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ま
っ
た
日
韓
の
歴
史
問
題
は
、
こ
う
し
て
国
際
社
会
を
舞
台
に
、

日
本
の
非
を
道
義
的
に
責
め
る
外
交
手
段
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

新
し
い
教
科
書
『
対
案
教
科
書
韓
国
近
・
現
代
史
』
に
対
し
て

は
、
す
で
に
強
い
批
判
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
特
に
集
中

し
て
い
る
の
は
、
日
本
の
植
民
統
治
に
対
す
る
評
価
の
問
題
で
あ

る
。韓

国
学
中
央
研
究
院
名
誉
教
授
の
パ
ク
・
ソ
ン
ス
氏
（
カ
タ
カ

ナ
表
記
は
音
訳
に
よ
る
）
は
、「
日
本
の
植
民
統
治
は
世
界
で
も

類
例
が
な
い
最
悪
の
統
治
」
と
す
る
歴
史
認
識
か
ら
、
教
科
書
フ

ォ
ー
ラ
ム
の
「
日
本
が
植
民
地
朝
鮮
の
経
済
・
社
会
・
文
化
を
向

上
さ
せ
、
近
代
化
の
貢
献
を
し
た
」
と
す
る
研
究
成
果
を
非
難
し

て
い
る
。
ソ
ウ
ル
市
立
大
学
の
鄭
在
貞
教
授
は
、
こ
の
教
科
書
が

民
族
の
受
難
史
・
抗
日
独
立
運
動
史
を
排
除
し
た
と
し
、
ソ
ウ
ル

大
学
名
誉
教
授
の
慎

廈
氏
は
、
日
本
の
「
植
民
地
史
観
」
を
踏

襲
し
た
も
の
と
し
て
批
判
し
て
い
る
。

だ
が
反
対
に
、
支
持
す
る
声
も
少
な
く
な
い
。「
大
韓
商
工
会

議
所
」
は
既
存
の
教
科
書
の
不
備
を
修
正
す
る
よ
う
政
府
の
教
育

科
学
部
に
要
請
し
、
そ
れ
を
受
け
て
教
育
科
学
部
は
、
教
科
書
会

社
に
対
し
、
記
述
内
容
を
再
検
討
す
る
よ
う
求
め
た
。
ま
た
李
明

博
大
統
領
と
と
も
に
ハ
ン
ナ
ラ
党
の
大
統
領
候
補
と
な
っ
た
朴
槿

恵
女
史
は
、
５
月
２７
日
、
教
育
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に

参
加
し
、『
対
案
教
科
書
韓
国
近
・
現
代
史
』
を
「
現
行
の
教
科

書
の
問
題
点
を
指
摘
」
し
た
と
し
て
評
価
し
た
。

保
守
政
権
の
李
大
統
領
の
就
任
に
よ
っ
て
、
韓
国
内
の
歴
史
問

題
に
地
殻
変
動
が
起
こ
っ
て
い
る
。
教
科
書
問
題
と
い
え
ば
、
韓

国
側
か
ら
日
本
に
ク
レ
ー
ム
が
向
け
ら
れ
る
の
が
通
例
だ
っ
た

が
、
今
や
韓
国
内
で
修
正
が
検
討
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

皮
肉
な
現
象
で
あ
る
。

だ
が
、
保
守
勢
力
と
左
派
勢
力
が
近
現
代
史
を
め
ぐ
っ
て
対
立

を
続
け
る
中
、
日
本
の
植
民
統
治
に
対
す
る
歴
史
認
識
に
変
化
が

生
ま
れ
た
こ
と
は
、
や
は
り
評
価
に
値
す
る
。
こ
れ
ま
で
韓
国
側

は
竹
島
問
題
で
日
本
側
と
対
話
す
る
こ
と
を
避
け
て
き
た
が
、
歴

史
の
見
直
し
が
深
ま
れ
ば
、
竹
島
を
め
ぐ
る
歴
史
事
実
を
究
明
す

る
動
き
に
も
つ
な
が
り
、
問
題
解
決
の
糸
口
に
も
な
り
う
る
か
ら

で
あ
る
。

竹
島
問
題
解
決
の
糸
口

実
際
に
、
期
待
を
抱
か
せ
る
動
き
が
あ
る
。
６
月
７
日
、
第
２

次
の
「
日
韓
歴
史
共
同
委
員
会
」
が
東
京
で
開
催
さ
れ
、
韓
国
側

か
ら
「
独
島
が
、
歴
史
的
に
ど
ち
ら
の
領
土
に
属
す
か
研
究
課
題
」

に
し
た
い
と
の
強
力
な
提
案
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
た
だ
、
こ
れ

に
対
し
、
日
本
側
か
ら
は
、「
混
乱
が
相
当
あ
る
の
で
、
今
回
は
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